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１．策定の趣旨 

近年、人口減少と少子高齢社会が到来し、社会の状況が大きく変化する中で、広川町を取り巻く環境も複雑

化、多様化が進んでいます。このような中で次々と発生する防犯や防災、福祉や生活環境などのさまざまな地

域課題に対して、多様な主体が協働で解決に取り組む必要性が高まってきました。 

 広川町では、協働のまちづくりを推進するため、令和 2年度に第2次広川町協働推進計画（以下、推進計画

という）を策定しました。 

 そして、推進計画を具体的、計画的に実施するための行動計画として、「広川町協働のまちづくり推進実施計

画」を策定し、町が進める具体的な事業を定め、広く周知、浸透させ、協働への共通認識を図り、協働に向け

た推進体制を確立します。 

 

２．基本目標 

第 4次総合計画（改訂版）にうたわれている目指すべき姿「みんなでつくる未来 だれもが元気で笑顔に満

ちたまち 広川～安全・安心・快適を実感できるまちづくり～」の実現のため、次の３つの取組を重点目標と

して、それぞれの分野別に施策を展開します。 

基本施策１ 協働推進のための環境整備の推進 

基本施策2 多様な主体による協働・連携の推進 

基本施策３ コミュニティ活動の推進 

 

３．計画期間 

実施計画は、推進計画の最終年度にあわせて、令和３年度から令和5年度の 3年間を計画期間とします。 

 

４．進捗管理 

3 年間の計画期間中、実施計画の実施状況や町民のニーズや社会経済情勢、町民参画協働の推進状況の変化

に柔軟に対応するために、毎年度の見直し進捗管理を行います。その進捗管理にあたっては、広川町協働推進

会議で行います。 

 

 

第1章 計画の概要 
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１.基本施策1 協働推進のための環境整備の推進 

主要施策（１）情報提供と住民参画の推進 

具体的な

施策 

住民の関心や理解を引き

出す情報発信の強化 

担当課及び関連部局 全庁 

目 的 住民との情報共有を行うため、多様な手法での情報発信行います。 

内 容 広報紙やホームぺージに加えて携帯端末などで受け取ることができるサービスの拡充

を行い、情報発信の強化を図ります。 

 

年度計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施内容 ・ｄボタン広報誌、広川

町公式 LINEの運用開始 

・全庁実施に向けた職員

に対する研修の実施 

・LINE及びｄボタン広報

誌における運用状況の調査

分析 

・SNSを使った町の情報発

信に関する町民満足度調査

の実施 

・情報発信担当者会での評

価と改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な

施策 

情報公開の充実 担当課及び関連部局 全庁 

目 的 住民の関心や理解を促すため、積極的に情報公開を行います。 

内 容 協働における透明性の原則を担保するため、個人情報の保護に配慮しつつ、できる限

り多くの情報を公開し、住民への説明責任を果たします。 

年度計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施内容 ・情報セキュリティ研修

会の実施 

・広報紙やホームページ

の充実 

・広聴活動の充実 

・広報紙やホームページの

充実 

・広聴活動の充実 

・ホームぺージ、広報紙の

調査分析 

・情報セキュリティ研修

会の実施 

・広報紙やホームページ

の充実 

・広聴活動の充実 

・ホームぺージの調査分

析 

第２章 協働推進のための具体的な施策 
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具体的な

施策 

各種行政計画策定におけ

る住民参画の推進 

担当課及び関連部局 全庁 

目 的 町の計画策定等への住民が意見を述べ、提案できる住民参画を積極的に行います。 

内 容 各種行政計画の策定における委員などの一般公募、ワークショップ、パブリックコメ

ントの実施など、住民がまちづくりの中心となる自主的・積極的な参画を進めます。 

年度計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施内容 ・各種計画策定時におけ

る住民参画に関する調査

の実施 

・住民参画を推進する上

でのルール作りの検討 

・住民参画を推進する上

でのルールの作成 

・住民参画に関するルール

についての職員研修の実施 

・住民に対するルールの公

表 

 

 

 

 

主要施策（２）協働推進に必要な環境の構築 

 

 

 

 

 

 

具体的な

施策 

協働推進会議における計

画の管理 

担当課及び関連部局 協働推進課 

目 的 第 2次協働推進計画における計画の管理を行うため、具体的な実施計画に関する協

議や計画の必要な見直しなどについて協議を行います。 

内 容 地域の実情に応じた課題解決型のまちづくりを目指すため、定期的に現状と課題を分

析した上で年2回会議を実施します。 

年度計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施内容 ・第2次協働推進計画に

おける実施計画の作成及

び公表 

・各施策における事業の

進捗状況の確認と課題の

抽出 

・第2次協働推進計画にお

ける実施計画の評価及び公表 

・次期実施計画に向けた検討

と実施内容の改善 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.基本施策２ 多様な主体による協働・連携の推進 

主要施策（１）組織同士の協働・連携の推進 

具体的な

施策 

地域間の連携促進 担当課及び関連部局 協働推進課 

目 的 地域の課題解決するために、必要に応じて隣同士の地域、校区単位などでの連携を

促進します。 

内 容 地域課題に対する相談体制を充実するとともに、具体的な案件にはコーディネータ

ー役を務めるなど連携を促進します。 

年度計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施内容 ・地域課題把握のための

相談体制の確立 

・行政区に対する地域課

題の抽出のためのヒアリ

ングの実施及び関係各課

との情報共有 

・対象となる地域との協

議、助言 

・行政区に対する地域課題

の抽出のためのヒアリング

の実施及び関係各課との情

報共有 

・対象となる地域との協

議、助言 

 

 

 

 

具体的な

施策 

まちづくり条例制定の検

討 

担当課及び関連部局 協働推進課 

目 的 まちづくり条例の制定について、必要性を検討します。 

内 容 住民自治に基づく自治体運営の基本姿勢を明確にするまちづくり条例について研究

を深めます。協働推進会議内でまちづくり条例の必要性について検討します。 

年度計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施内容 ・協働推進会議内でまち

づくり条例の必要性につ

いての検討 

・関係各課を対象とした庁

内会議（検討会）の開催 

・まちづくり戦略会議での

協議（結論） 



6 

 

 

具体的な

施策 

まちづくり団体や事業者

等も含めた協働の促進 

担当課及び関連部局 協働推進課 

目 的 地域課題を解決するために、立場や分野、営利・非営利、町内・町外などの枠を超

えた協働を促進します。 

内 容 令和元年度から実施しているモデル事業（複数の地域と民間事業者との協働）を継

続しつつ、社会貢献活動に積極的な事業所との連携を図るなど、さまざまな団体・

事業所との協働を推進します。 

年度計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施内容 ・モデル事業の実施 

・協働を希望する事業所

と連携する団体との調整 

・モデル事業の実施 

・事業実施団体の募集及

び事業の実施 

・協働を希望する事業所

と連携する団体との調整 

・モデル事業終了後の効果

検証 

・事業実施団体の募集及び

事業の実施 

・協働を希望する事業所と

連携する団体との調整 

 

 

具体的な

施策 

課題に関する情報交換と

相互理解の促進 

担当課及び関連部局 関係各課 

目 的 課題を共有するため、関係性の構築や相互理解を促進します。 

内 容 広川町町民提案型まちづくり事業補助金の採択団体と各事業の担当者をつなぎ、事

業を効果的に行います。 

年度計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施内容 ・行政課題把握のための

関係各課会議の実施 

・行政提案型まちづくり

事業の公募 

・採択団体との連携 

・行政提案型まちづくり

事業の公募 

・採択団体との連携 

・実施事業の評価と改善 

・行政提案型まちづくり事

業の公募 

・採択団体との連携 

・実施事業の評価と改善 
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主要施策（２）住民による自主性の高い活動の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な

施策 

人材の発掘と育成、フォ

ローアップの強化 

担当課及び関連部局 協働推進課 

目 的 住民による活動への参加を進めていきます。 

内 容 既存の活動者や組織運営者に対して、活動を継続するための考え方や組織運営の

ノウハウに関してフォローアップを行います。 

年度計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施内容 ・ボランティアセンター

登録団体との意見交換及

び助言 

・個人ボランティア登録

の推進 

・ボランティアセンター

登録団体との意見交換及

び助言 

・個人ボランティア登録

の推進 

・ボランティアセンター

登録団体との意見交換及

び助言 

・個人ボランティア登録

の推進 

具体的な

施策 

まちづくり団体の育成支

援の推進 

担当課及び関連部局 協働推進課 

目 的 自主性をもって活動するまちづくり団体に対して、自律につながる支援を行います 

内 容 広川町町民提案型まちづくり事業補助金で、地域課題を解決する取組を始めようと

する団体に対して最大10万円を上限に補助を行います。 

年度計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施内容 ・町民提案型まちづくり

事業補助金制度の周知 

・新規申請団体の発掘 

・応募に関する相談体制

の確立 

・町民提案型まちづくり

事業補助金制度の周知 

・実施した団体の効果検

証 

・補助金制度の評価 

・町民提案型まちづくり

事業補助金制度の改善 
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３.基本施策３ コミュニティ活動推進 

主要施策（１）コミュニティの支援 

 

 

 

具体的な 

施策 

ボランティア活動センタ

ーの機能充実 

担当課及び関連部局 社会福祉協議会 

協働推進課 

目 的 ボランティア活動に関する相談やコーディネート、情報発信等を重点に取り組みセン

ター機能の充実と基盤強化を行います。 

内 容 ボランティア活動に関する相談やコーディネート、情報発信等を重点的に取り組みま

す。また、センター機能の充実につながるようセンタースタッフのスキルアップ研修

や先進地視察を行います。その他、情報発信に関する取り組み強化と新たな情報ツー

ルの導入検討、センター評価委員会等を実施し、センター運営の基盤強化を図りま

す。 

年度計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施内容 ・スキルアップ研修等の

実施 

・情報発信の充実 

・評価委員会の実施 

・スキルアップ研修等の 

実施 

・情報発信の充実 

・評価委員会の実施 

・スキルアップ研修等の実

施 

・情報発信の充実 

・評価委員会の実施 

 

 

具体的な

施策 

地域づくり計画の策定と

まちづくり交付金の有効

活用の推進 

担当課及び関連部局 協働推進課 

まちづくり係 

目 的 各地域のまちづくり委員会に対して、地域づくり計画の策定と、計画実行に伴うまち

づくり交付金の有効活用に向けた支援を行います。 

内 容 令和2年度末現在、地域づくり計画の未策定地区（3地区）に対する策定の働きかけ

やアドバイスを行います。また、地域からの相談に対して交付金の有効活用ができる

ような提案やアドバイスなどの支援を行います。 

年度計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施内容 ・未策定地域のヒアリン

グの実施 

・各地域への相談の充実 

・各地域の事業の進捗状況

の確認と課題の抽出 

・地域間の情報共有の場の

設定 

・地域コミュニティ推進事

業の検証 

・各地域への意見徴収 
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具体的な

施策 

コミュニティ施設等の設

備、改修補助制度の継続 

担当課及び関連部局 教育委員会 

生涯学習係 

目 的 必要に応じて公民館施設の改修や備品整備等の補助金を交付します。 

内 容 公民館施設の改修や運動広場の施設整備等の補助金を継続して交付します。 

 

年度計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施内容 ・補助金活用における相

談体制の確立 

・コミュニティ施設の整

備に関する補助金制度等

の周知 

・コミュニティ施設の整備

に関する補助金制度等の周

知 

・個別相談の実施 

・関係各課との情報共有及

び調整 

・コミュニティ施設の整

備に関する補助金制度等

の周知 

・個別相談の実施 

・関係各課との情報共有

及び調整 

 

 

 

 

 

 

具体的な

施策 

地区担当職員の積極的な

参加・協力とフォローア

ップの推進 

担当課及び関連部局 協働推進課 

まちづくり係 

目 的 町職員による地区の地域づくりに対する積極的な参加、協力を推進します。 

内 容 意見交換や情報共有の場である地区担当職員班長会議を継続して開催するとともに、

地区担当職員が積極的な参加、協力ができる体制やルールづくりを検討します。ま

た、地域づくりのスキルやノウハウなどに関する職員研修を実施します。 

年度計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施内容 ・地区担当職員班長会議

の実施 

 

 

・地区担当職員班長会議の

実施 

・地区担当職員制度の課題

の抽出 

 

・地区担当職員班長会議の

実施 

・地区担当職員制度の改善

（ルールづくり） 

・職員研修の実施 
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主要施策（２）各種地域活動の促進 

具体的な

施策 

自主防災組織による活動

の充実 

担当課及び関連部局 協働推進課 

安全・安心係 

目 的 地域が主体となって取り組む自主防災組織の活動の充実を促進します。 

内 容 地域が主体となって取り組む自主防災組織の運営（訓練及び研修会等）に対して、参加

人数に応じて助成を行っています。全行政区における訓練等の際に、地区の消防団や消

防署と連携しながら訓練を行っており地域における防災意識の向上に引き続き取り組み

ます。 

年度計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施内容 ・自主防災訓練に防災専

門員の派遣 

・地域防災力向上のため

の補助金等の周知 

・自主防災訓練に防災専

門員の派遣 

・地域防災力向上のため

の補助金等の周知 

・広報等での活動の紹介 

・自主防災訓練に防災専門員

の派遣 

・地域防災力向上のための補

助金等の周知 

・広報等での活動の紹介 

 

 

 

具体的な

施策 

生活支援・福祉活動の充実 担当課及び関連部局 福祉課 

高齢者支援係 

目 的 町内における生活支援や福祉活動において、多様な主体による協働、連携による取り組

みを促進します。 

内 容 ・高齢者の介護予防及び閉じこもりや孤独感の解消を目的にレクリエーションや健康体

操を行います。また、生活支援体制整備事業として必要とする地域において、事業者に

よる移動販売を行うための体制を整備します。加えて高齢者の転倒、骨折や筋力低下の

予防を目的に公民館区分館等で介護予防運動や脳活性化プログラム（通いの場）を充実

します。 

年度計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施内容 ・地域サロン活動の充実及

び支援 

・移動販売の実施地域の拡

充 

・通いの場の実施地区の拡

充 

・地域サロン活動の充実及

び支援 

・移動販売の実施地域の拡

充 

・通いの場の実施地区の拡

充 

・地域サロン活動の充実及

び支援 

・移動販売の実施地域の拡

充 

・通いの場の実施地区の拡

充 
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具体的な

施策 

コミュニティ・スクールの

充実 

担当課及び関連部局 教育委員会 

学校教育係、生涯学習係 

目 的 学校と地域の協働、連携を進め、青少年の健全育成と安全、安心な地域づくりを促進し

ます。 

内 容 ・中学校において、週に 2 回地域ボランティア（学習支援スタッフ）の協力を得ながら

学習支援を行います。 

また、学校と地域、保護者の代表が学校運営協議会で意見を交換し、学校運営の改善に取

り組みます。 

年度計画 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施内容 ・学校運営協議会による評

価及び公表 

・地域学校協働活動の充実 

・学習支援スタッフの募集 

・学校運営協議会による評

価及び公表 

・地域学校協働活動の充実 

・学習支援スタッフの募集 

・学校運営協議会による評

価及び公表 

・地域学校協働活動の充実 

・学習支援スタッフの募集 

 


